
瀬戸市告示第４２号 

瀬戸市手数料徴収条例別表都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条

第１項の規定に基づく低炭素化のための建築物の新築等の計画認定申請手

数料の項及び同法第５５条第１項の規定に基づく低炭素化のための建築物

の新築等の計画変更認定申請手数料の項に規定する同法第５４条第１項各

号に掲げる基準に適合すると市長が定める機関及び当該基準に適合するこ

とを証する書類として市長が定める件を次のように定め、令和３年４月１

日から施行する。  

令和３年３月２４日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

１ 市長が定める機関  

申請の区分  市長が定める機関  

一戸建て住宅（人の居住の用以外の用

途に供する部分を有しないものに限る

。以下同じ。）に係る申請  

登録住宅性能評価機関  

共同住宅等に係る申請（瀬戸市手数料

徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１

２号。以下「条例」という。）別表備

考第１項⑵又は第３項⑵の規定の適用

を受ける申請を除く。）  

登録住宅性能評価機関  

共同住宅等に係る申請（条例別表備考

第１項⑵又は第３項⑵の規定の適用を

受ける申請に限る。）  

住宅部分にあっては登録住宅性

能評価機関、非住宅部分にあっ

ては登録建築物エネルギー消費

性能判定機関  



その他の申請  登録建築物エネルギー消費性能

判定機関  

備考 

登録住宅性能評価機関とは住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成

１１年法律第８１号）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関を、

共同住宅等とは共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅を、登録

建築物エネルギー消費性能判定機関とは建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律（平成２７年法律第５３号）第１５条第１項に規定する登

録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。  

２ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第５

４条第１項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類  

⑴  住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条第１項に規定する設

計住宅性能評価書（建築物全体に係る申請については、建築物全体

に係る評価に係るものに限る。）（日本住宅性能表示基準（平成１

３年国土交通省告示第１３４６号）に規定する断熱等性能等級４及

び一次エネルギー消費量等級５の写し  

⑵  一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネル

ギー表示制度に基づく評価書（建築物全体に係る申請については、

建築物全体に係る評価に係るものに限る。）の写し  


